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はじめに

　昭和 61年より某企業の一社員として、関東および東海道ベルト地帯で
全国相続税の８割をも占める各地域の税理士協同組合との業務提携を担当
し、東海、名古屋、京都、阪奈、西宮の各税理士協同組合に係わりながら、
各地の物納業務を体験して来ました。
　平成７年に退社後は、税理士の引き合いの下に、九州・中国・北陸地区
にも範囲を広げ、相続税の納税における物納の提案・実行・収納に至る一
連の業務を展開して参りました。かくして、これまで税理士業務の黒衣と
して、税理士とともに物納事案に携わってきました。

　一般的に会社の業務は、企画は企画、受託は受託、処理は処理というよ
うに、それぞれの担当がそれぞれの分野を専担しているものですが、物納
に関する全業務を一貫して担当して最終的な部分にまで責任を持つことに
より、今まで見えなかったものがわかるようになりました。この経験によ
り、物納に関するトータルコーディネーターとして、物納の意義を著せる
ようになったと思っています。
　納税を見届ける仕事は正直なところ、お客様（納税者）からは喜ばれる
ものでもなく、仕事をするのは当たり前、何をしても税金で財産が減った
などと言われることも多く、私達の業務は表向き感謝されることはないと
感じたこともありました。一方では「地獄で仏に出会った」と安堵して頂
いた事案もあります。物納を知って命拾いした方、知らずに思い悩み、相
続税難民となって命まで落とされた悲劇が発生してしまったこともありま
した。ゆえに、納税者の側に立って、厳しい現実の中にささやかな希望を
見出して差し上げる相続の現場は、大変やりがいのある仕事でもあります。



　相続財産全体の約 50％が不動産に課税されていることを鑑みると、わ
が国の相続問題はまさに不動産にあると言っても過言ではありません。こ
うした背景のもとに取り組んできた結果を、税理士との協働による経験則
から培った知識や経験と、不動産を扱う観点を加えたものが、本書になり
ます。

　よく、「相続」を「争族」と比喩することがあります。
　あるお客さんが相続問題についてこう嘆いていました。
　「親父からもらったのは、売れそうもないこの土地とこの身体でしかな
い！　歴代の相続の度に売れる物は売って相続税を納めて来た。今回はそ
う簡単には売れそうもない貸地ばかりが残っている。銀行や親戚に相談す
ると、物納なんてできない、認められるわけがないと言う。俺の代で地主
としての家系が終わる。路頭に迷うことになってしまった！」
　相続を迎える多くの方々の願いは「土地はあるけれども納税するだけの
お金はない」「お金はあるけれど、できれば将来のために残しておきたい」
「必要性の低い不動産を効率よく整理したい」、そして「納得できる相続を
したい」等々。こうした声を聞くたびに、相続人の方々が「納税方法」を
少しでも勉強され円満な相続を成しとげていただけるのではないかと思い
ます。その一つの手段が物納制度の活用といえます。

　物納制度を駆使していただくことで、

〇円満な相続への道が開かれる
〇納得して相続税を納めることができる

という２つの命題に少しでも近づけると確信しています。
　相続は一歩間違えて、ボタンを付け違えると「争族」につながります。
争族の内容はまさに千差万別、家の数だけあるものです。

　物納には多くの筋道があります。千差万別の事案に対し、本書が全ての
事案に対応できないかもしれませんが、相続した後に一筋の「灯り」が灯っ
てくれればと願わずにはいられません。特に税の専門家である税理士の方
には、関与先に一度は物納制度を提案もしくは検討していただき、賛同が
得られるのであればぜひ利用していただきたい、という思いを強く抱きま
す。なぜならば、税の専門家と歩調を合わせて根気強く行うことが、物納
を成功させる秘訣といえるからです。
　納税方法としては例外的な納税である「物納」ですが、その制度を上手
に活用していただき、適宜対処することによって、顧客に喜ばれる相続の
道を見出せる方法が潜んでいることを、ぜひ理解していただきたいと願っ
てやみません。

　「物納」は難しいからといってすぐにあきらめないでください。土地を
相続された方々にとって、「物納」が持つ可能性を追い求めることにより、
相続税負担から解放されて円満な相続を成し遂げる一助となることを願う
ばかりです。

平成 25 年 11 月

木元　勇
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